様式第4号（第4条関係）

	　通勤災害認定通知書　

年　　月　　日

（補償を受けるべき者又は本人若しくはその遺族）　　　　　様

実施機関　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
通勤災害の認定について(通知)

年　　月　　日付けをもって報告のあった下記災害については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定に基づき、審査の結果、通勤災害（該当・非該当）と認定したので、通知します。

記

1 　被災職員の所属部局課所名

2 　被災職員の職名

3 　被災職員の氏名

4 　認定番号
5 　災害発生年月日

6 　傷病名
7 　受けられる補償の種類

8 　補償基礎額
9 　通勤災害非該当と認定した理由

なお、この決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に公務災害補償等審査会に対して審査を申し立てることができます。

〔注意事項〕

1 　上記7の補償を受けようとする場合には、請求書の提出を速やかに行わなければなりませんので、被災職員の所属機関とよく連絡をとり、その指示を受けてください。

2 　補償を受ける権利は、2年間（障害補償及び遺族補償については、5年間）行わないときは、時効によって消滅します。

3 　その他詳細については、被災職員の所属機関に問い合わせてください。


〔記入要領〕

受けられる補償の種類が療養補償のみの場合は、補償基礎額の記入は不要です。

